
 

 

別添３  

 

説明書 

１ 業務目的 

本業務は、県が管理する道路において冬期の安全な交通を確保することを目的とする。 

 

２ 応募要件 

２－１ 単独業者の場合 

    次の(1)～(3)のいずれも満たす者であること。 

 (1) 基本的要件 

  ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第１項及び

第２項各号のいずれかの規定に該当しない者であること。（なお、被補助人、被保佐人又は未

成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。） 

  イ 公示時において岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日付け

建振第281号）に基づく指名停止を受けていないこと。また、公示時において岩手県から庁舎

等管理業務に係る指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていないこと。 

  ウ 提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

  エ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は

民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。 

    オ 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者等、その

経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団（同条第２号に規定する暴力団をいう。以下

同じ。）若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

  カ 令和７・８年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事若しくは舗装工事に登録さ

れている者又は令和７年度・８年度・９年度庁舎等管理業務競争入札参加者名簿に清掃（道路・

公園等）の資格者として登載されている者であること。 

 (2) 業務執行体制に関する要件 

  ア 次に掲げるいずれかの条件を満たすこと。 

(ア) 当該業務委託箇所の存する市町村（県南広域振興局土木部（一関土木センター）管内に

限る）に主たる営業所（建設業法（昭和24年法律第100号）第７条における経営業務の管理

責任者を置く営業所をいう。）を有すること。 

(イ) 当該業務委託箇所内において、過去５か年以内（公示日から起算して５か年以内とする。

以下同じ。）に元請（共同企業体の構成員として受注した場合を含む。以下同じ。）として岩

手県が発注した道路除排雪業務の実績を有すること。 

  イ 当該業務全般を統括する技術者（以下「統括技術者」という。）として、(ア)及び(イ)の条

件を満たす者又は(ア)及び(ウ)の条件を満たす者を配置できる者 

   (ア) 参加意思資格確認書の提出期限までに雇用関係にあること。 

   (イ) 過去５か年以内に元請として岩手県が発注した道路除排雪業務に次のいずれかの作業形

態で従事したことがあること。 



 

 

    ａ 運転員 

    ｂ 連絡員（発注者からの指示又は連絡を受け、運転員に作業指示又は連絡を行う者） 

   (ウ) 建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当すること。 

  ウ 特記仕様書で指定するとおり、運転員及び除雪機械等を配置できる者。 

 (3) 業務実績に関する要件 

過去５か年以内に元請として次に掲げるいずれかの業務又は工事の実績を有する者 

  ア 岩手県が発注した岩手県が管理する道路の次に掲げるいずれかの維持修繕業務 

   (ア) 道路維持修繕業務（全面委託業務） 

   (イ) 路面損傷復旧業務（パッチング業務） 

   (ウ) 道路除排雪業務 

イ 国土交通省が発注した岩手県内の国土交通省が管理する道路の維持修繕業務又は維持修繕工

事（アに掲げる業務に類似する業務又は工事） 

  ウ 岩手県内の市町村が発注した当該市町村が管理する道路の除排雪業務又は除排雪工事 

２－２ 特定共同企業体の場合 

 (1)  特定共同企業体を構成するすべての構成員が、２－１(1)、(2)ア及び(3)の要件を満たすこと。 

 (2)  特定共同企業体として、２－１(2)イ及びウ並びに(4)の要件を満たすこと。 

 (3)  特定共同企業体の結成については、岩手県道路除排雪業務委託に係る特定共同企業体要綱によ

るものとする。 

 

３ 説明書に対する質問受付期間、質問受付担当、質問方法及びその回答方法 

 (1)  説明書に対する質問受付期間 

   説明書の交付を開始した日の翌日から５日間（岩手県の休日に関する条例（平成元年条例第１

号）第１条に規定する行政機関の休日を除く。） 

 (2)  質問受付担当 

   ６(1)に同じ 

 (3)  質問方法 

   書面にて３(2)あてに提出 

 (4)  回答方法 

   書面による回答をホームページに掲載 

 

４ 参加意思確認書について 

 (1)  作成様式 

   別添様式１又は様式２による。 

 (2)  記載上の留意事項 

   別添様式１又は様式２の注意書き等を熟読すること。 

 (3)  留意事項 

   ア 参加意思確認書が提出期限までに到達しなかった場合は、参加意思確認書を無効とすること。 

  イ 参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担となること。 

  ウ 提出された参加意思確認書は返却しないこと。 

  エ 提出された参加意思確認書は、参加意思確認書の審査以外に提出者に無断で使用しないこと。 



 

 

  オ 提出期限以前における参加意思確認書の差替え及び再提出（応募者の自発的な申出により行

われた場合に限る。）は認めるが、提出期限以後における参加意思確認書の差替え及び再提出

は認めないこと。 

  カ 参加意思確認書に虚偽の記載をした場合は、当該参加意思確認書を無効とするとともに、虚

偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあること。 

  キ 応募要件を満たさない旨の審査結果通知書を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して

７日（岩手県の休日に関する条例（平成元年条例第１号）第１条に規定する行政機関の休日を

除く。）以内に、書面により、県南広域振興局土木部一関土木センター所長に対して応募要件

を満たさないとされた理由についての説明を求めることができること。 

 ク 県南広域振興局土木部一関土木センター所長は、応募要件を満たさないとされた理由につい

ての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日（岩

手県の休日に関する条例（平成元年条例第１号）第１条に規定する行政機関の休日を除く）以

内に、書面により回答するものであること。 

 

５ 契約成立要件 

契約が確定するまでの間において、次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満た

さないことが判明した場合は、契約を締結しないこと。 

 ア 法第27条の23第２項に規定する経営事項審査（以下「経営事項審査」という。）の有効期間（経

営事項審査の審査基準日から１年７月）を経過していないこと。 

イ 法第28条第３項又は第５項の規定により営業の停止（対象工事の入札の参加又は受注を禁止す

る内容を含まないものを除く。）を対象工事に対応する業種について命ぜられた者で、その処分

の期間が経過していない者でないこと。 

ウ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（県土整備部長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者

を除く。）でないこと。 

エ 岩手県から措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

オ 公告に定める要件を充足する統括技術者を配置できること。 

カ 公告に定める要件を充足する実績を有すること。 

キ 役員等（個人である場合のその者、法人である場合の建設業法第５条第３号に規定する役員等、

及び建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３条に規定する使用人をいう。）が、暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77 号）第２条第２号に規定する暴

力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

ク ＪＶの構成員の一部について、上に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさ

ないことが判明した場合においても、同じ取扱いとするものであること。 

 

 

 

 

 



 

 

６ 手続等 

 (1)  担当 

     〒021-8503 岩手県一関市竹山町７番５号  

県南広域振興局土木部一関土木センター 道路河川環境課 道路環境チーム 

     電 話 0191-34-4654 

   ＦＡＸ 0191-26-1425 

 (2)  参加意思確認書の提出期限、場所及び方法 

令和７年９月25日 17時00分 (1)に同じ。持参、郵送（書留郵便に限る。）すること。 

 

７ その他 

関連情報を入手するための照会窓口 ６(1)に同じ。 

 


